
 

宮崎県障がい者芸術文化支援センター運営業務委託仕様書 

 
1 業務名 

令和８年度宮崎県障がい者芸術文化支援センター運営業務委託 

 
2 業務の目的 

障がい者の芸術文化活動を支援する地域の拠点として、宮崎県障がい者芸術文化活動支

援センター（以下「支援センター」という。）を設け、芸術文化活動を行う障がい者やそ

の家族、障害福祉サービス事業所等に対する相談支援、活動を支える人材の育成、関係者

間の連携強化によるネットワークの構築等の業務を行うことにより、障がい者の芸術文化

活動の一層の推進を図る。 

 

3 履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日まで 

 
4 委託する業務の内容 

(1) センターを利用する者 

県内の障がい者及びその家族並びに障がい者の芸術文化活動を支援する障害福祉

サービス事業所、文化施設、特別支援学校、支援団体等とする。 

 

(2) 業務の内容 

地域の障がい者の芸術文化活動（絵画、工芸等の美術分野を主とし、音楽、演劇等

の舞台芸術分野を含むものとする。）を支援するため、次の業務を実施する。 

 

ア 相談支援 

（ア） 活動の支援方法、活動環境の整備、権利の保護、鑑賞の支援、作品の販売・ 

公演、記録・保存等に関する相談を受け付け、関係機関や専門家の紹介、専 

門的な知見による助言を行う。 

（イ） 利用者のニーズや相談内容に応じて、センターへの来所による面談、電話 

又は電子メール等を用いた相談を実施するとともに、相談記録を保存する。 

 

イ 芸術文化活動を支援する人材の育成（セミナー・ワークショップの実施） 

活動を支援する又は支援しようとする人材の育成及び確保を図るため、活動の支

援方法、著作権をはじめとした権利保護等に関する効果的な研修を行い、ワークシ

ョップやセミナーを開催し、現場体験プログラムの提供などを行う。 

     また、障害福祉サービス事業所等が、独自に研修会等を実施した時は、講師への

謝金の支払いを行う。（上限４回） 

 

ウ 関係者のネットワークづくり 

（ア） 活動を支援する人材が連携・協力できるよう、障がい者やその家族、活動を支 
える障害福祉サービス事業所、特別支援学校、文化施設の職員、活動に関し知見



 

を有する専門家、市町村の担当職員とのネットワークを構築する。 
（イ） センターの事業の質の向上ため、（ア）のネットワーク間での意見交換、情報共 

有を図るとともに、事業への協力体制を整備する。 
 

エ 芸術文化活動への参加機会の提供 

４（２）ウのネットワークを活用し、地域住民との交流にも配慮しながら、地域

の障がい者が作品等を鑑賞する機会、日頃の創作活動や、活動の成果を発表する機

会を提供する。 

なお、発表の機会の提供は、宮崎市内を含む２地域で実施するものとする。 

また、既存の取組の拡充、SNS の活用など、実施方法は適宜工夫して差し支えな

いが、地域の文化、福祉、教育等関係者にノウハウが共有されるよう努める。 

 

オ 情報収集・発信 

展示会等のイベント、活動に関するセミナー・研修会、活動の実態把握、作品・

作者等の情報など、県内の芸術文化活動の情報を中心に収集し、広く発信するとと

もに、ブロックレベルの支援センターや全国連携事務局と連携し、情報の収集・発

信・活用を行う。その際、障がい者本人等に情報が十分届くよう工夫する。 

   

  カ 認知度向上 

     文化施設に等を利用した作品展を実施するなど、障がい者芸術文化活動の認知度向

上を図る。 
     

キ その他県の芸術文化に関連する事業への協力 

芸術文化イベントの開催など、本県の芸術文化事業の実施に当たり、情報発信等

の協力を行う。 
 

なお、業務を受託する者（以下「受託者」という。）は、上記以外に、本業務の委託料

以外の収入を活用して、本業務の目的に沿った取組を実施することができる。 

 

(3) 職員の配置等 

ア 職員の配置 

本業務に関する相当の知識及び経験を有する専任の常勤職員を１名以上配置する。 

 

イ 職員の責務 

受託者、センターの職員及び職員であった者は、業務遂行にあたり、利用者等のプ

ライバシーに十分配慮するとともに、業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはな

らない。 
 

(4) センターの施設設備 

業務の遂行に必要な施設設備は、受託者が設けるものとする。業務上支障が生じな

いと見込まれる場合は、受託者が保有又は借用する既存の施設設備と兼ねても差し支



 

えない。 

なお、相談等に使用する施設設備については、プライバシーや秘密が守られるよう

十分配慮するものとする。 

 

(5) 実施時間等 

ア センターの開館時間 

９時から 17 時まで 

ただし、利用者の便宜を図る等必要があると認められるときは、県と協議して、

これを変更することができる。 

 

イ センターの休館日 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する

休日及び 12 月 29 日から翌年１月３日までの日 

ただし、利用者の便宜を図る等必要があると認められるときは、県と協議して、

これを変更することができる。 

 

(6) 利用料 

センターの利用料は無料とする。ただし、４(2)イ（芸術文化活動を支援する人材

の育成）、４(2)エ（活動への参加機会の提供）の費用については、その全部または一

部を利用者の負担とすることができる。 

 

(7) 事業実施状況報告等 

受託者は、年度毎の事業実施状況報告及び収支状況報告を県が指示する日までに提

出しなければならない。ただし、年度中途であっても、県が必要と認めた場合には、

受託者に事業実績等の資料の提出を求めることができる。 

また、事業実施状況報告については、ブロックレベルの支援センターに報告するも

のとする。 

 
5 その他 

(1)  受託者は、業務上作成した帳簿書類（会計帳簿書類、業務記録簿、職員の出勤簿等）

を事業実施年度終了後５年間保存するものとする。 

(2)  県が受託者に委託料として支払う金額のほか、上記実施に伴い生じる一切の経費は、

受託者の負担とする。 

(3)  本仕様に定めのない事項については、県と協議するものとする。 


